
南アルプス市

消費生活センター発行くらしの情報令和２年度 冬号

「火災保険を使って住宅の修理をしませんか」

という勧誘に、ご注意ください！

見積り価格は

５０万円です

事例その１ ・・・ 自己負担ゼロ 強調型 ･･･

キャンセル料は３０％です
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※火災保険を利用することで、自己負担なく修理ができるとは限りません。

事例その２ ・・・ 保険申請代行 勧誘型 ･･･

※保険申請手続きは、代行会社に依頼せず、ご自身で行いましょう。

保険支払い額は８万円!?

あとは自己負担？
火災保険を使えば 修理できますよ

契約料は３０％です

保険申請の代行します
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南アルプス市消費生活センター

場所 市役所 本庁舎１階

市民活動支援課内

曜日 月曜日から金曜日(祝日を除く)

時間 午前９時から午後４時

◇ 訪問販売や電話勧誘販売など、不意打ち的な勧誘による契約には「クーリング・オフ

制度（無条件で契約解除できる）」を利用することができます。

◇ クーリング・オフ通知書（契約解除通知書）は、書面（はがきなど）で送ります。

経年劣化による損傷は

補償対象外です

事例その３ ・・・ ウソの理由で 請求型 ･･･

※火災保険は、経年劣化による損傷は補償されません。

訪問販売などの契約解除には・・・

契約解除通知書

次の契約を解除します。

契約日 ： 令和３年１月〇〇日

工事名 ： 屋根修理工事一式

契約金額： ９０，０００円

販売会社： 〇〇〇〇株式会社

担当者 ： 〇〇 〇〇 様

支払った代金９０,０００円を返して

下さい。

令和３年１月〇〇日

住所：南アルプス市小笠原××番地

氏名：〇〇 〇〇
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古くなったところも台風のせいにして

保険金を請求しちゃいましょう


